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　 必要なこと。

水道法適用外の水道

（大阪府から事務移譲）
*府条例による規制

*市条例による規制

１　はじめに

　「水道」といえば、市町村が運営する水道事業を指すことが一般的ですが、水道法や茨木

市水道事業給水条例等が適用される「水道」には、下図に示すようにいろいろな種類があり

ます。

　その中で「専用水道」は、一般の需要に応じて供給する水道事業と違い、自家用の水道と

　その中で特に重要なことは次の２点です。

●　水道施設について新設・増設・改造工事などを行う工事は、工事の実施によって衛生的に問

　 題が生じることがないようにするため、環境政策課への事前の申請（事前協議書）が

●　水道施設の管理については、施設規模が大きく、水道に関する知識が必要なため、水道実務

　 経験者である水道技術管理者が中心となって管理体制の整備を図ること。

簡易水道事業

簡易専用水道以外の小規
模貯水槽等の貯水槽水道

水道用水供給事業

水
道

専用水道

簡易専用水道

　水道法適用の水道

*市要領による指導

して居住等に必要な水を供給するものです。

　また、「専用水道」の設置者は、法律上、水道事業者（市町村水道等の経営者）に準じた

ものであり、各種義務が課せられています。

飲用に供する井戸等

 茨木市の水道は、次のように分類することができます。

水道事業

上水道事業
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特設水道



　　〈人の飲用等に用いる水〉

        人の飲用、炊事用、浴用その他生活の用に供するものをいいます。

　　〈１日最大給水量〉

　　　　１日に給水することができる最大の水量です。

　　　　ただし、次の用途に使用される水量は除きます。

　　　　　１　営農

　　　　　２　プール（附帯設備を含む。）

　　　　　３　浴場（公衆浴場法許可対象施設に限る。附帯設備を含む。）

　　　　　４　空調（適正に算出された水量に限る。）

　　　　　５　食品等の製造工程（適正に算出された水量に限る。）

　　　　である。

　　　①市水道からの水のみを水源とする。

　　　③水槽の有効容量(６面点検できるものは除く）の合計が１００㎥以下である。

　　外される場合があります。詳しくは、ご相談ください。

　【※部分の補足】
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　　　②地中又は地表に施設されている部分のうち口径２５㎜以上の導管の全長が１５００ｍ以下

　【用語の説明】

　　  い水道をいいます。（一般を対象とした場合は、水道事業になります。）

　　〈自家用の水道〉

　　　　社宅・療養所等の居住者等に供給する水道（供給する者と供給を受ける者との間に

　　　当該給水についての特別の関係が存在するもの）で、一般を対象として水を供給しな

      

　　　六面点検ができない水槽の有効容量が１００㎥を超える場合でも、建築基準法で規制

　　される水槽の場合（例：建物の地下室の一部を水槽とする場合等）は、専用水道から除

２　専用水道とは

□　専用水道の定義

　◆　マンション、団地、養護施設等の自家用の水道であって、１００人を超える居住者

　　　最大給水量が２０㎥を超えるもの。

　　　に水を供給するもの。

　◆　デパート、旅館、レジャー施設等の水道であって、人の飲用等に用いる水の１日

　　※ただし、以下の条件をすべて満たす場合は、専用水道の適用から除外されます。



　

工事完了
　

　水道技術管理者を設置し、茨木市長に報告してください。水道技術管理者
の設置

　

水質･施設検査

給水開始 受理・審査

（設置者） （環境政策課）
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　給水開始前の

届出(設置者)

　給水を開始する前に水質検査及び施設検査を行い、環境政策課に

給水開始届を提出してください。給水開始届には水質検査の結果書

及び水道技術管理者が行った施設検査結果書を添付してください。

　

工事確認申請

（設置者）

　事前協議が終了しましたら、確認申請書を提出してください。

　

確認通知

（環境政策課）

　環境政策課の確認（適合の通知）を受けてから工事に着手してく

　

工事着手

ださい。

受理

（環境政策課）

　環境政策課では、確認申請を受理した後、当該工事設計の確認を

行います。茨木市長より申請者へ、確認申請について、適合、不適

合、確認不能の通知を行います。

３　設置者の義務
（１）　設置の手続

　前までに申請すること。

　◆　専用水道でない水道が、水道施設の工事を行うことにより、専用水道となる場合は、

      事前に協議書を提出し、工事に着手する３０日前までに申請すること。      

　　新設・増設・改造工事を行う場合は、事前に協議書を提出し、工事に着手する３０日

　◆　施設は、水道法第５条の施設基準に適合するものであること。

　計画・設計の段階でご相談ください。

事前協議

（協議者）

　施設は、水道法第５条の施設基準に適合する必要があります。



そ
の
他

・１０年（５年）以上水道の技術上の実務に従事した経験を有する者。

・外国の学校において上記の学科目に相当する学科目を、上記に規定する学校において修得

　する程度と同等以上に修得した後、それぞれの欄に規定する経験年数を有する者。

・厚生労働大臣が認定する講習を終了した者。

水
道
技
術
管
理
者
と
し
て
基
礎
教
育
を
受
け
た
者

短期大学
高等専門学校
旧制専門学校

５年以上
(２年６ヶ月以上)

６年以上
（３年以上）

７年以上
(３年６ヶ月以上)

※数字は、水道に関する技術上の実務に従事した経験年数である。

　ただし、（　）内は簡易水道または、１日最大給水量が1,000㎥以下の専用水道を対象とする。
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２年以上
（１年以上）

４年以上
（２年以上）

５年以上
(２年６ヶ月以上)

　の種別 　　を専攻 　　以外を専攻 若しくは薬学 学部・学科

新制大学院
大学の専攻科

１年以上
（６ヶ月以上）

高等学校
旧制中等学校

７年以上
(３年６ヶ月以上)

８年以上
（４年以上）

９年以上
(４年６ヶ月以上)

新制大学

旧制大学

　　水道工学 農学・医学・ 薬学以外の

水道技術管理者の資格（水道法施行令第６条）

実　務　経　験　年　数

　　　　選考の 土 木 工 学 土木工学以外 工学・理学

２年以上
（１年以上）

種別 　　衛生工学 　　衛生工学 の工学・理学 農学・医学

学校 　　水道工学

（２）　水道技術管理者の選任

　　　　場合は、委託した部分の維持管理については受託者が行うことになります。）

水道技術管理者の
業務内容

●給水停止命令による給水停止（法第37条）

●給水の緊急停止（法第23条）

●塩素消毒などの衛生上の措置（法第22条）

●浄水場などの従事者の健康診断（法第21条）

●定期及び臨時の水質検査（法第20条）

●給水装置の構造及び材質が適合しているかの検査（法第16条）

●給水開始前の水質検査及び施設検査（法第13条）

●水道施設が施設基準(法第５条)に適合しているかどうかの検査

２年以上
（１年以上）

３年以上
(１年６ヶ月以上)

４年以上
（２年以上）

５年以上
(２年６ヶ月以上)

　◆　設置者は、水道技術管理者を選任すること。

　◆　水道技術管理者は、衛生的で安全な飲料水を供給するため、設置者と協力して次表

　　　に示す維持管理を行うこと。

　　　（水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を他の水道事業者等に委託した



病原体検索
●主として便について実施すること。

●必要に応じ尿・血液その他についても実施すること。
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臨時検査
●供給される水が水質基準に適合しないおそれがある時に行うこと。

水質検査計画
の策定

●毎事業年度の開始前に水質検査の計画を策定すること。

　ウ　健康管理

対象者
●貯水槽清掃に従事する者。

●水道技術管理者等の水道施設管理従事者。

定期の
健康診断

●対象者については、おおむね６ヶ月ごとに健康診断（腸内細菌検査）を

　受けていること。

健康診断
の内容

●病原体（腸内細菌）がし尿に排泄される感染症（赤痢、腸チフス、パラ

　チフス等）の有無について主に行うこと。

●感染性下痢症・各種下痢腸炎等による下痢症等にも注意することが望ま

　しい。

水道施設
の定期点検

●水道施設各部について定期的（１か月に１回を目安とする。）に点検を

　行うこと。（参考資料:給水設備定期点検記録表参照）

●施設基準に適合しているか確認すること。

●清潔の保持及び異常の発見に努めること。

水槽の清掃

●受水槽・高架水槽等は、１年に１回定期的に清掃すること。

●水あかや沈積物が多い場合及び汚染があった場合は、随時清掃を行うこ

　と。

水槽の点検
●受水槽・高架水槽等の点検を行うこと。

　イ　水質管理

定期水質検査
●給水栓における水が水質基準に適合しているかを確認するため、毎日検

　査及び月別検査を行うこと。

原水検査
●原則として毎年１回以上消毒副生物及び味を除く全項目検査を実施する

　こと。

（３）　維持管理

　◆　専用水道の日常的な維持管理については、水質基準を常に満足し、良質的な水を供

　　　給するため以下のことに十分留意して下さい。

　ア　施設管理



●水道主要施設の維持管理に必要な配管系統図等を整備保管しておくこと。

その他
●水源又は施設の異常を発見したときは直ちに適切な対策が講じられるよ

　うに連絡通報体制を整備し、関係者に周知しておくこと。

　オ　書類等の整備

図面等の整備

工具検査
機器等
の整備

水質検査・
健康診断記録
の作成・保存

●水質検査結果、給水開始前の施設検査結果は５年間保存しておくこと。

●健康診断の結果、施設の点検・清掃・修理等の実施記録は１年間保存し

　ておくこと。

-6-

●日常的な管理及び検査に必要な工具、機器等を整備保管しておくこと。

　水質検査の委託契約書は契約終了日から５年間保存しておくこと。

　エ　衛生管理

立入禁止措置

●水源及び各施設の周囲にみだりに人や動物が近づけないように、柵を設

　け、施錠すること。

●一般の注意を喚起するように必要な表示をすること。

汚染の防止

●水源及び各施設の周辺には、常に清掃を行い、汚物等によって水が汚染

　されないように留意すること。

●施設の構内においては、便所、ゴミ捨て場、汚水溜等の施設は汚水の漏

　れない構造とし、排水は良好な状態にしておくこと。

●し尿を用いる耕作、園芸並びに家畜等の放し飼い等をしないこと。

残留塩素の保持
及び薬品の管理

●給水管末における、遊離残留塩素を0.1mg/L（結合残留塩素の場合は0.4

　mg/L）以上保持するよう消毒設備の調整を常に行うこと。

●病原物による汚染の疑いがある場合は、遊離残留塩素を0.2mg/L（結合残

　留塩素の場合は1.5mg/L）以上保持すること。

●次亜塩素酸ナトリウム溶液・その他浄水処理に使用する薬品について、

　使用方法及び管理を適切に行うとともに、予備を備え事故に対処できる

　ようにすること。



(ア) 水質検査の項目と頻度（令和２年４月更新）

基本検
査頻度

1 一般細菌 100

2 大腸菌　 検出されないこと

38 塩化物イオン 200

46 有機物（全有機炭素（TOC)の量） 3

47 pH値 5.8-8.6

48 味 異常でないこと

49 臭気 異常でないこと

50 色度 5度以下

51 濁度 2度以下

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10

34 鉄及びその化合物 0.3

37 マンガン及びその化合物 0.05

42 ジェオスミン　 0.00001

43 2-メチルイソボルネオール　 0.00001

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01

23 クロロホルム 0.06

25 ジブロモクロロメタン 0.1

29 ブロモジクロロメタン 0.03

30 ブロモホルム 0.09

27 総トリハロメタン（23,25,29,30の総和） 0.1

22 クロロ酢酸　 0.02

24 ジクロロ酢酸★ 0.03

28 トリクロロ酢酸★　 0.03

26 臭素酸　 0.01

31 ホルムアルデヒド　 0.08

21 塩素酸　 0.6

3 カドミウム及びその化合物 0.003

4 水銀及びその化合物 0.0005

5 セレン及びその化合物 0.01

7 ヒ素及びその化合物 0.01

12 フッ素及びその化合物 0.8

13 ホウ素及びその化合物　 1.0

36 ナトリウム及びその化合物 200

39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300

40 蒸発残留物 500

41 陰イオン界面活性剤 0.2

44 非イオン界面活性剤　 0.02

45 フェノール類 0.005

6 鉛及びその化合物 0.01

8 六価クロム化合物 0.02

32 亜鉛及びその化合物 1.0

33 アルミニウム及びその化合物 0.2

35 銅及びその化合物 1.0

14 四塩化炭素 0.002

15 1.4-ジオキサン　 0.05

16
シス-1.2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04

17 ジクロロメタン 0.02

18 テトラクロロエチレン 0.01

19 トリクロロエチレン 0.01

20 ベンゼン 0.01

9 G 亜硝酸態窒素　 0.04

F

※
原水並びに水源
及びその周辺の
状況
（地下水を水源
とする場合は、
近傍の地域にお
ける地下水の状
況を含む）

３
箇
月
に
１
回
以
上

D

①（採水時に残留塩素を消去する検査方法によって得られたものに限る）により
①の規定で測定回数を減じることができる

E

C

水道事業者から供給
される水のみを受水
している場合は、左
の規定にかかわら
ず、グループ「B」､
「D」､「F」は省略
できる。

※
原水、水源及び
その周辺の状況
並びに薬品及び
資機材等の使用
状況

「6　鉛及びその化
合物」の検査に供す
る水の採取方法は、
毎分５リットルの流
量で５分間流し捨

て、その後１５分間
滞留させた後先と同
じ流量で流しながら
開栓直後から５リッ
トルを採取し。均一
に混合して必要量の
検査用試料を採水容
器に分取すること。

○検査項目
「A（味を除く）」＋
「A’」＋「B」＋「D」
＋「E」＋「F」＋「G」
＋
「シアン化物イオン及
び塩化シアン」
　について実施。
（「水道におけるクリ
プトスポリジウム等対
策指針」におけるクリ
プトスポリジウム指標
菌及び汚染のおそれの
ある施設でのクリプト
スポリジウムの検査を
実施する場合、検査実
施計画に記載するこ
と。）

○検査頻度
１年に１回以上
（水質が最も悪化して
いると考えられる時
期）

○留意事項
水源ごとに実施するこ
と
水道事業者から供給さ
れる水のみを受水して
いる場合は、水道事業
者が行う同一配水系統
の水質検査を持って替
えることができる

連続的に計測及び測定されている場合は３ヶ月
に１回以上

※
原水並びに水源
及びその周辺の
状況
（海水を原水と
している場合は
「12 ホウ素」は
省略できない）

水源における当該物質を産出する藻類の発生が
少ないことが明らかな期間は省略可。

①
水源に水又は汚染物質を排出
する施設の設置の状況等から
原水の水質が大きく変わるお
それが少ないと認められる場
合（過去３年間において水源
の種別、取水地点又は浄水方
法を変更した場合を除く）で
あって、
　過去３年間における各項目
の検査の結果（最大値）が基
準値と比べて
・5分の1以下の場合
　→１年に１回以上
・10分の1以下の場合
　→３年に１回以上に減じる
ことができる

②
①の規定にかかわらず、過去
の検査の結果（最大値）が基
準値の２分の１を超えたこと
がなく、
　右欄※の事項を勘案して検
査を行う必要がないことが明
らかな場合、
　→省略可能であるが３年に
１回は測定すること

月
１
回
以
上

採水場所の選定は、
給水栓のうち施設の
構造、配管の状態を
考慮して最も効果的
な場所を選定するこ
ととし、検査項目ご
とに異なった給水栓
を選定しないこと。

年間の変動パターン
が明らかになってい
るものについては、
年間の最高値が測定
される時期を含むこ
と。
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番号

グ
ル
ー

プ

項目名
（★印はH27年変更項目）

基準値

浄　水
原　水

検査回数の減・省略 留意事項

A

A’ 大阪府通知により毎月実施が望ましい。

B



（イ）水質基準表（令和２年４月１日改正）
№
1  一般細菌

2  大腸菌

3  カドミウム及びその化合物  カドミウムの量に関して0.003㎎/l以下であること。

4  水銀及びその化合物  水銀の量に関して0.0005㎎/l以下であること。

5  セレン及びその化合物  セレンの量に関して、0.01㎎/l以下であること。

6  鉛及びその化合物  鉛の量に関して、0.01㎎/l以下であること。

7  ヒ素及びその化合物  ヒ素の量に関して、0.01㎎/l以下であること。

8  六価クロム化合物  六価クロムの量に関して、0.02㎎/l以下であること。

9  亜硝酸態窒素  0.04㎎/l以下であること。

10  シアン化物イオン及び塩化シアン  シアンの量に関して、0.01㎎/l以下であること。

11  硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素  10㎎/l以下であること。

12  フッ素及びその化合物  フッ素の量に関して、0.8㎎/l以下であること。

13  ホウ素及びその化合物  ホウ素の量に関して、1.0㎎/l以下であること。

14  四塩化炭素  0.002㎎/l以下であること。

15  1,4-ジオキサン  0.05㎎/l以下であること。

 シス-1,2-ジクロロエチレン及び

 トランス-1,2-ジクロロエチレン

17  ジクロロメタン  0.02㎎/l以下であること。

18  テトラクロロエチレン  0.01㎎/l以下であること。

19  トリクロロエチレン  0.01㎎/l以下であること。

20  ベンゼン  0.01㎎/l以下であること。

21  塩素酸  0.6 ㎎/l以下であること。

22  クロロ酢酸  0.02㎎/l以下であること。

23  クロロホルム  0.06㎎/l以下であること。

24  ジクロロ酢酸  0.03㎎/l以下であること。

25  ジブロモクロロメタン  0.1 ㎎/l以下であること。

26  臭素酸  0.01㎎/l以下であること。

27  総トリハロメタン  0.1 ㎎/l以下であること。

28  トリクロロ酢酸  0.03 ㎎/l以下であること。

29  ブロモジクロロメタン  0.03㎎/l以下であること。

30  ブロモホルム  0.09㎎/l以下であること。

31  ホルムアルデヒド  0.08㎎/l以下であること。

32  亜鉛及びその化合物  亜鉛の量に関して、1.0㎎/l以下であること。

33  アルミニウム及びその化合物  アルミニウムの量に関して、0.2㎎/l以下であること。

34  鉄及びその化合物  鉄の量に関して、0.3㎎/l以下であること。

35  銅及びその化合物  銅の量に関して、1.0㎎/l以下であること。

36  ナトリウム及びその化合物  ナトリウムの量に関して、200㎎/l以下であること。

37  マンガン及びその化合物  マンガンの量に関して、0.05㎎/l以下であること。

38  塩化物イオン  200 ㎎/l以下であること。

39  カルシウム、マグネシウム等（硬度）  300 ㎎/l以下であること。

40  蒸発残留物  500 ㎎/l以下であること。

41  陰イオン界面活性剤  0.2 ㎎/l以下であること。

42  ジェオスミン  0.00001㎎/l以下であること。

43  2-メチルイソボルネオール  0.00001㎎/l以下であること。

44  非イオン界面活性剤  0.02㎎/l以下であること。

45  フェノール類  フェノールの量に換算して、0.005㎎/l以下であること。

46  有機物（全有機炭素（TOC）の量）  3 ㎎/l以下であること。

47  pH値  5.8以上8.6以下であること。

48  味  異常でないこと。

49  臭気  異常でないこと。

50  色度  ５度以下であること。

51  濁度  ２度以下であること。

 検出されないこと。

16  0.04㎎/l以下であること。

-8-

項　　目　　名 基　　準　　値
 １mlの検水で形成される集落数が100以下であること。



1  一般細菌

2  大腸菌 ＜定期原水検査＞

3  カドミウム及びその化合物 (1)原則として、すべての水源の原水につ

4  水銀及びその化合物 いて､水質が最も悪化していると考えられ

5  セレン及びその化合物 る時期(※1)に年１回以上､39項目(※2)に

6  鉛及びその化合物 ついて実施すること。

7  ヒ素及びその化合物 　なお､浄水方法が消毒のみで対応できる

8  六価クロム化合物 施設については､必要に応じ実施するこ

9  亜硝酸態窒素 と。

10  シアン化物イオン及び塩化シアン

11  硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (2)ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ対策として､地表水等が

12  フッ素及びその化合物 混入していない被圧地下水のみを原水と

13  ホウ素及びその化合物 する施設は､年１回原水の指標菌（大腸菌

14  四塩化炭素 及び嫌気性芽胞菌）の検査を実施するこ

15  1,4-ジオキサン と(※3)。

 シス-1,2-ジクロロエチレン及び 　また､３年に１回、井戸内部の撮影等に

 トランス-1,2-ジクロロエチレン よりｹｰｼﾝｸﾞ及びｽﾄﾚｰﾅｰの状況､蓄積物の状

17  ジクロロメタン 況等の点検を行うこと。

18  テトラクロロエチレン

19  トリクロロエチレン

20  ベンゼン ＜工事設計書記載すべき水質試験の結果＞

21  塩素酸 　40項目(※2)について実施すること。

22  クロロ酢酸

23  クロロホルム

24  ジクロロ酢酸

25  ジブロモクロロメタン

26  臭素酸

27  総トリハロメタン

28  トリクロロ酢酸 ※１　降雨､降雪､洪水､渇水等においても

29  ブロモジクロロメタン 水質基準に適合する水を供給するように

30  ブロモホルム しなければならないため。

31  ホルムアルデヒド

32  亜鉛及びその化合物 ※２　全項目（51項目）のうち､塩素酸・

33  アルミニウム及びその化合物 ホルムアルデヒドなどの消毒副生生物(シ

34  鉄及びその化合物 アン化物イオン及び塩化シアンを除く。)

35  銅及びその化合物 及び味を除く。

36  ナトリウム及びその化合物

37  マンガン及びその化合物 ※３　指標菌の検査結果が陽性の場合は、

38  塩化物イオン 速やかに環境政策課へ報告すること。

39  カルシウム、マグネシウム等（硬度） 　被圧地下水以外の水を原水とする施設の

40  蒸発残留物 ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ対策については､環境政策課

41  陰イオン界面活性剤 に相談すること。

42  ジェオスミン

43  2-メチルイソボルネオール

44  非イオン界面活性剤

45  フェノール類

46  有機物（全有機炭素（TOC）の量）

47  pH値

48  味

49  臭気

50  色度

51  濁度

 嫌気性芽胞菌

○

○

○ ○

計 40 2
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

（ウ）水質検査
ａ　工事設計書添付用及び原水の水質検査（年１回）

№ 項　　目　　名
塩素消毒以外の

浄化設備 備　　　　　　考
あり なし
○

○

○

○

○

○

○

16 ○

○

○

○

○



実施
項目

1  一般細菌 ○

2  大腸菌 ○ ＜水質検査項目＞

3  カドミウム及びその化合物 ○ 　給水開始前の水質検査は、新設、増設又は、改造に係

4  水銀及びその化合物 ○ る施設を経た給水栓水についての全項目検査及び遊離残

5  セレン及びその化合物 ○ 留塩素の検査を行うこと。

6  鉛及びその化合物 ○ 　なお、必要に応じて、水源、配水池、浄水池等におけ

7  ヒ素及びその化合物 ○ る水質についても検査すること。

8  六価クロム化合物 ○

9  亜硝酸態窒素 ○

10  シアン化物イオン及び塩化シアン ○ ＜採水場所＞

11  硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ○ 　水の採取場所たる給水栓の選定は、原則として配水系

12  フッ素及びその化合物 ○ 統ごと（高置水槽ごと)に１地点以上選定すること(ただ

13  ホウ素及びその化合物 ○ し、一の配水系統において検査を行うことにより、他の

14  四塩化炭素 ○ 配水系統において供給される水が水質基準に適合するか

15  1,4-ジオキサン ○ どうかを判断できる場合を除く。）

 シス-1,2-ジクロロエチレン及び 　なお、ただし書きの規定により検査を省略する場合で

 トランス-1,2-ジクロロエチレン あっても、一般細菌､大腸菌､塩化物イオン､有機物(全有

17  ジクロロメタン ○ 機炭素（TOC）の量）、pH値、味、臭気、色度及び濁度に

18  テトラクロロエチレン ○ ついては、検査の省略はできない。

19  トリクロロエチレン ○

20  ベンゼン ○

21  塩素酸 ○

22  クロロ酢酸 ○

23  クロロホルム ○

24  ジクロロ酢酸 ○

25  ジブロモクロロメタン ○

26  臭素酸 ○

27  総トリハロメタン ○

28  トリクロロ酢酸 ○

29  ブロモジクロロメタン ○

30  ブロモホルム ○

31  ホルムアルデヒド ○

32  亜鉛及びその化合物 ○

33  アルミニウム及びその化合物 ○

34  鉄及びその化合物 ○

35  銅及びその化合物 ○

36  ナトリウム及びその化合物 ○

37  マンガン及びその化合物 ○

38  塩化物イオン ○

39  カルシウム、マグネシウム等（硬度） ○

40  蒸発残留物 ○

41  陰イオン界面活性剤 ○

42  ジェオスミン ○

43  2-メチルイソボルネオール ○

44  非イオン界面活性剤 ○

45  フェノール類 ○

46  有機物（全有機炭素（TOC）の量） ○

47  pH値 ○

48  味 ○

49  臭気 ○

50  色度 ○

51  濁度 ○

51

16 ○

計
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b　浄水の給水開始前水質検査

№ 項　　目　　名 備　　　　　　　　　考



給水管末において、色、濁り及び残留塩素を１日１回以

上検査すること。

（検査結果の記録表は、参考資料参照）

c　浄水の定期水質検査（毎日）
項　　　目　　　名 備　　　　　考

色

濁り

遊離残留塩素

－11－



３箇

月に

１回

1  一般細菌 ○ ※ １

2  大腸菌 ○ 　水道により供給される水について連

3  カドミウム及びその化合物 ○ ※3,4 続的に計測及び記録がなされている場

4  水銀及びその化合物 ○ ※3,4 合は３箇月に１回以上とすることがで

5  セレン及びその化合物 ○ ※3,4 きる。

6  鉛及びその化合物 ○ ※3,5 ※ ２

7  ヒ素及びその化合物 ○ ※3,4 　水源に藻類の発生が少なく検査を行

8  六価クロム化合物 ○ ※3,5 う必要がないと認められる期間は省略

9  亜硝酸態窒素 ○ ※3 することができる。

10  シアン化物イオン及び塩化シアン ○ ※ ３

11  硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ○ ※3 　水源に水又は汚染物資を排出する施

12  フッ素及びその化合物 ○ ※3,4 設の設置状況等か原水の水質が大きく

13  ホウ素及びその化合物 ○ ※3,4 変わるおそれが少ないと認められる場

14  四塩化炭素 ○ ※3,6 合で、過去３年間の当該項目の検査結

15  1,4-ジオキサン ○ ※3,6 果が水質基準の５分の１以下であると

 シス-1,2-ジクロロエチレン及び きは１年に１回以上、また、過去３年

 トランス-1,2-ジクロロエチレン 間の当該項目の検査結果が水質基準の

17  ジクロロメタン ○ ※3,6 10分の１以下であるときは３年に１回

18  テトラクロロエチレン ○ ※3,6 以上とすることができる。

19  トリクロロエチレン ○ ※3,6 ※ ４～７

20  ベンゼン ○ ※3,6 　過去の検査結果が基準値の２分の１

21  塩素酸 ○ を超えたことがなく、かつ、原水水源

22  クロロ酢酸 ○ 及びその周辺の状況並びに次に示す事

23  クロロホルム ○ 項を勘案して検査を行う必要がないこ

24  ジクロロ酢酸 ○ とが明らかであると認められる場合

25  ジブロモクロロメタン ○ は、当該項目の検査を省略することが

26  臭素酸 ○ ※4 できる。なお、それぞれの項目に付さ

27  総トリハロメタン ○ れている緩和措置に基づき、省略を行

28  トリクロロ酢酸 ○ った場合であっても３年に１回は検査

29  ブロモジクロロメタン ○ を行い、水質の状況に変化がないこと

30  ブロモホルム ○ を確認すること。

31  ホルムアルデヒド ○ ※ ５

32  亜鉛及びその化合物 ○ ※3,5 　水道施設の技術的基準を定める省令

33  アルミニウム及びその化合物 ○ ※3,5 （平成12年厚生省令第15号）第１条第

34  鉄及びその化合物 ○ ※3,5 14号の薬品等及び同条第17号の資機材

35  銅及びその化合物 ○ ※3,5 等の使用状況。

36  ナトリウム及びその化合物 ○ ※3,4 ※ ６

37  マンガン及びその化合物 ○ ※3,4 　地下水を水源とする場合は、近傍の

38  塩化物イオン ○※1 地域における地下水状況を含む。

39  カルシウム、マグネシウム等（硬度） ○ ※3,4 ※ ７

40  蒸発残留物 ○ ※3,4 　湖沼等水が停滞しやすい水域を水源

41  陰イオン界面活性剤 ○ ※3,4 とする場合は、当該項目を産出する藻

42  ジェオスミン 類の発生状況を含む。

43  2-メチルイソボルネオール

44  非イオン界面活性剤 ○ ※3,4 注　意

45  フェノール類 ○ ※3,4 　本緩和措置は、給水開始前水質検査

46  有機物（全有機炭素（TOC）の量） ○※1 には適用されない。

47  pH値 ○※1

48  味 ○※1 　採水場所については、ｂ給水開始前

49  臭気 ○※1 検査の備考を参照のこと。

50  色度 ○※1

51  濁度 ○※1

9 40計 2
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○※2,7

○※2,7

○ ※3,616

d　浄水の定期水質検査（水質基準に関する省令の検査）

№ 項　　目　　名 毎月
発生時期
毎月

緩和
措置

備　　　考



№
1  一般細菌

2  大腸菌 〈検査項目等〉

3  カドミウム及びその化合物 　水道により供給される水が水質基準に適合しな

4  水銀及びその化合物 いおそれがある場合に左表の実施項目について検

5  セレン及びその化合物 査を行うこと。

6  鉛及びその化合物 （●印については、当該項目を検査する必要がな

7  ヒ素及びその化合物 いことが明らかであると認められる場合は省略す

8  六価クロム化合物 ることができる。）

9  亜硝酸態窒素

10  シアン化物イオン及び塩化シアン ・臨時の水質検査を実施した項目については、当

11  硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 　該月の定期水質検査項目から省略できる。

12  フッ素及びその化合物

13  ホウ素及びその化合物

14  四塩化炭素

15  1,4-ジオキサン

 シス-1,2-ジクロロエチレン及び 〈検査が必要なとき〉

 トランス-1,2-ジクロロエチレン ・供給される水が水質基準に適合しないおそれが

17  ジクロロメタン 　あるとき。

18  テトラクロロエチレン ・給水区域及びその周辺において、消化器系感染

19  トリクロロエチレン 　症が流行しているとき。

20  ベンゼン ・配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく

21  塩素酸 　汚染されたおそれのあるとき。

22  クロロ酢酸 ・浄水工程に異常があったとき。

23  クロロホルム ・水源の水質が著しく悪化したとき。

24  ジクロロ酢酸 　（自己水源使用施設）

25  ジブロモクロロメタン ・水源に異常があったとき。

26  臭素酸 　（自己水源使用施設）

27  総トリハロメタン ・その他必要のあるとき。

28  トリクロロ酢酸

29  ブロモジクロロメタン

30  ブロモホルム

31  ホルムアルデヒド

32  亜鉛及びその化合物

33  アルミニウム及びその化合物

34  鉄及びその化合物

35  銅及びその化合物

36  ナトリウム及びその化合物

37  マンガン及びその化合物

38  塩化物イオン

39  カルシウム、マグネシウム等（硬度）

40  蒸発残留物

41  陰イオン界面活性剤

42  ジェオスミン

43  2-メチルイソボルネオール

44  非イオン界面活性剤

45  フェノール類

46  有機物（全有機炭素（TOC）の量）

47  pH値

48  味

49  臭気

50  色度

51  濁度

計

●

●

○

○

○

○

51
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●

●

●

●

●

○

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

e　臨時水質検査（浄水検査）
項　　目　　名 実施項目 備　　　　　考

○

○

●

●

●

●

●

●

16 ●

●

●

●

●

●

●

●



　水質検査計画報告書は新年度が始まる前までに、水質検査の結果は実施後その都度、環境

政策課に提出すること。

◆　万一、災害、事故その他により水槽水が汚染され、給水する水が人の健康を害するおそ
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　水質検査の結果、水質基準を超えた場合または指標菌の検査結果が陽性の場合、また、給

水管端において、遊離残留塩素の濃度が0.1mg/L未満である場合は、速やかにその旨を環境

　　人の健康を害するおそれがあるときは、次のような場合をいう。

　講じること。

　れあるときは、直ちに給水停止し、関係者への周知・環境政策課への報告等必要な措置を

政策課に報告し、必要な措置を講じること。

　　●　水が病原生物もしくは人の健康に影響を及ぼすおそれのある物質により汚染されて

　　　　いるか、又はその疑いがあるとき。

　　●　塩素注入機の故障又は薬剤の欠如のために消毒が不可能となったとき。

　　●　工業用水道の水道管等に誤接合されていることが判明したとき。

　　断減水が生じた場合も、その旨を環境政策課へ報告すること。

５　汚染事故等の緊急時の措置

４　環境政策課への報告



者について準用し、同法第４８条の２第１項の規定により、読み替えたものです。

　　水道法第３条第６項第２号に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他の厚生労働省令

水道法第３条第８項
　　この法律において「水道施設」とは、水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施
　設、送水施設、配水施設（専用水道にあっては、給水の施設を含むものとし、建築物に設けら
　れたものを除く。）であって、当該専用水道の設置者の管理に属するものをいう。

《水道施設の定義》

　　前項各号の基準に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

《施設基準》

　４　浄水施設は、原水の質及び量に応じて、前条規定による水質基準に適合する必要量の浄水
　　　を得るのに必要なちんでん池、濾過池その他の設備を有し、かつ、消毒設備を備えている
　　　こと。

　６　配水施設は、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な配水池、ポン
　５　送水施設は、必要量の浄水を送るのに必要なポンプ、送水管その他の設備を有すること。

《水質基準》
水道法第４条第１項
　　水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。

　　　であること。
　３　導水施設は、必要量の原水を送るのに必要なポンプ、導水管その他の設備を有すること。

　で、かつ、容易になるようにすとともに、給水の確実性をも考慮しなければならない。
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　６　外観は、ほとんど無色透明であること。
水道法第４条第２項

　次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
　１　取水施設は、できるだけ良質の原水を必要量取り入れることができるものであること。

　１　病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質
　　　を含むものでないこと。

水道法第５条第１項
　　水道は、原水の質及び量、地理的条件、当該水道の形態等に応じ、取水施設、貯水施設、導
　水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものとし、その各施設は、

　２　シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。
　３　銅、鉄、フッ素、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと。
　４　異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。
　５　異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。

　２　貯水施設は、渇水時においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有するもの

　　　プ、配水管その他の設備を有すること。
水道法第５条第２項
　　水道施設の位置及び配列を定めるにあたっては、その布設及び維持管理ができるだけ経済的

　１　１００人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
　２　その水道施設の一日最大給水量（１日に給水することができる最大の水量をいう。以下同
　　じ。）が政令で定める基準を超えるもの
水道法施行令第１条第１項
　　水道法第３条第６項ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
　１　口径２５ミリメートル以上の導管の全長　１５００メートル

　　この法律において「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他
　水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
　ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地
　表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。

　２　水槽の有効容量の合計　１００立方メートル
水道法施行令第１条第２項

　で定める目的のために使用する水量が２０立方メートルであることとする。
水道法施行規則第１条
　　水道法施行令第１条第２項に規定する厚生労働省令で定める目的は、人の飲用、炊事用、浴
　用その他人の生活の用に供することとする。

6　専用水道関係法令（抜粋）

《専用水道の定義》

　以下の抜粋は、水道法第３４条第１項の規定により水道事業者に関する規定を専用水道の設置

水道法第３条第６項



水道法第５条第３項

水道法第５条第４項

　る記録を作成し、その検査を行った日から起算して５年間、これを保存しなければならない。

水道法第３２条
　　専用水道の布設工事をしようとする者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が第５
　条の規定による施設基準に適合するものであることについて、市長の確認を受けなければなら
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水道法第２０条第２項
　　専用水道の設置者は、前項の規定による水質検査を行ったときは、これに関する記録を作成
　し、水質検査を行った日から起算して５年間、これを保存しなければならない。

　ない。
水道法第３３条第１項
　　前条の確認の申請をするには、申請書に、工事設計書その他厚生労働省令で定める書類（図
　面を含む。）を添えて、これを市長に提出しなければならない。

　準に適合するかしないかを判断することができる場所において、水質基準に関する省令の表の

《給水開始前の施設検査》
水道法施行規則第１１条第１項
　　水道法第１３条第１項の規定により行う施設検査は、浄水及び消毒の能力、流量、圧力、耐
　力、汚染並びに漏水のうち、施設の新設、増設又は改造による影響のある事項に関し、新設、
　増設又は改造に係る施設及び当該影響に関係があると認められる水道施設（給水の施設を含
　む。）について行うものとする。

《水道技術管理者》
水道法第１９条第１項
　　専用水道の設置者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者
　一人を置かなければならない。ただし、自ら水道技術管理者となることを妨げない。
水道法第１９条第２項
　　水道技術管理者は、次に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他
　の職員を監督しなければならない。
　　１～８（略）

《水質検査》

《給水開始前の届出及び検査》
水道法第１３条第１項
　　専用水道の設置者は、配水施設以外の水道施設又は配水池を新設し、増設し、又は改造した
　場合において、その新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、
　あらかじめ、市長にその旨を届け出て、かつ、厚生労働省令の定めるところにより検査及び施
　設検査を行わなければならない。
水道法第１３条第２項

《給水開始前の水質検査》

　　水道施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有し、
　かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものでなければならない。

　　前３項に規定するもののほか、水道施設に関して必要な技術的基準は、厚生労働省令で定め
　る。

水道法施行規則第１０条第１項

　　専用水道の設置者は、前項の規定による水質検査及び施設検査を行ったときは、これに関す

水道法施行規則第１０条第２項
　　前項の検査のうち水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項の検査は、同令に規定する
　厚生労働大臣が定める方法によって行うものとする。

　上欄に掲げる事項及び消毒の残留効果について行うものとする。

　画」という。）を策定しなければならない。

　　水道法第１３条第１項の規定により行う水質検査は、当該水道により供給される水が水質基

水道法第２０条第１項
　　専用水道の設置者は、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わ
　なければならない。

《水質検査計画》
水道法施行規則第１５条第６項
　　水道事業者は、毎事業年度の開始前に第１項及び第２項の検査の計画（以下「水質検査計

《確認及びその申請》



水道法第２１条第１項

水道法第２１条第２項

　　　イ　委託する水質検査の項目

　消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。
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《給水の緊急停止》

　　専用水道の設置者は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、
　直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知
　させる措置を講じなければならない。

《報告の徴収及び立入検査》
水道法第３９条第２項
　　市長は、水道（水道事業及び水道用水供給事業の用に供するものを除く。以下この項におい

　次の各号に掲げるものとする。

　　専用水道の設置者は、前項の規定による健康診断を行ったときは、これに関する記録を作成

水道法第２３条第１項

　　専用水道の設置者は、厚生労働省令の定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、

　　専用水道の設置者は、水道の取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者及び
　これらの施設の設置場所の構内に居住している者について、厚生労働省令の定めるところによ

　３～６　（略）

　　　ハ　委託に係る料金（以下この項において「委託料」という。）
　　　二～へ　（略）
　２　委託契約書をその契約の終了の日から５年間保存すること。

　１　委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項を含むこと。

《健康診断》

水道法施行規則第１５条第８項
　　水道法第２０条第３項ただし書の規定により、水道事業者が第１項及び第２項の検査を地方
　公共団体の機関又は登録水質検査機関（以下この項において「水質検査機関」という）に委託

　て同じ。）の布設又は管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、専用水道の設
　置者から工事の施行状況若しくは専用水道の管理について必要な報告を徴し、又は当該職員を
　して水道の工事現場、事務所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ、工事の施行状況、水
　道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。
　

　し、健康診断を行った日から起算して１年間、これを保存しなければならない。

水道法施行規則第１７条第１項

　がし尿に排せつされる感染症の患者（病原体の保有者を含む。）の有無に関して、行うものと
　する。

　　水道法第２１条第１項の規定により行う定期の健康診断は、おおむね６箇月ごとに、病原体

　して行うときは、次に掲げるところにより行うものとする。

　　　されるのを防止するのに必要な措置を講ずること。
　３　給水栓における水が、遊離残留塩素を0.1mg/L(結合残留塩素の場合は、0.4mg/L)以上保持
　　　するように塩素消毒をすること。以下、（略）。

　　　ロ　第１項の検査の時期及び回数

　１　取水場、貯水池、導水きょ、浄水場、配水池及びポンプせいは、常に清潔にし、水の汚染

　　水道法第２２条の規定により専用水道の設置者が講じなければならない衛生上必要な措置は、

　り、定期及び臨時の健康診断を行わなければならない。

水道法施行規則第１６条第１項

《衛生上の措置》
水道法第２２条

　２　前号の施設には、かぎを掛け、さくを設ける等みだりに人畜が施設に立ち入って水が汚染
　　　の防止を充分にすること。



登録
№

11

30

45

72

73

78

89

100

102

108

110

118

129

132

134

135

148

159

160

163

166

171

184

189

192

212

213

218

219

222

224

226

229

232

236

242

246

253

257

258

259

262

264

265

268

(株)エステム 052-612-9801 愛知県名古屋市南区弥次ヱ町3-22-1

東京都日野市旭が丘4-7-107

(株)環境分析センター

0596-65-7711 三重県伊勢市小木町12-1

06-6416-5200(株)ＭＣエバテック

滋賀県守山市水保町2477077-584-3003

日鉄テクノロジー(株)

三菱ケミカルアクア・ソリューションズ(株)

◆厚生労働大臣登録機関（大阪府を検査区域とするもの　R3.4.1 現在）

(一財)三重県環境保全事業団 059-245-7505 三重県津市河芸町上野3258

(株)兵庫分析センター 079-236-9446 姫路市広畑区正門通4-10-8

(株)保健科学東日本 048-543-4000 埼玉県鴻巣市天神3-673
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(株)イムテス

(株)総合環境分析 045-929-0033 神奈川県横浜市緑区鴨居1-13-2

サイエンスマイクロ(株)

06-6972-1321

0586-73-1512 愛知県一宮市貴船町3-5-2

089-989-5251 愛媛県松山市山田町乙225-9

078-987-0170 神戸市北区有野町唐櫃3256-1

(一財)関西環境管理技術センター 06-6583-3262 大阪市西区川口2-9-10

(株)ＧＳユアサ環境科学研究所 075-313-6791

堺市堺区神南辺町1-4-6

京都市南区吉祥院新田壱ノ段町5

(株)日本環境技術センター

(株)テクノサイエンス

(地独)大阪健康安全基盤研究所

兵庫県加西市綱引町2001-39(株)ＨＥＲ 0790-49-3220

尼崎市大浜町2-30

大阪市東成区中道1-3-69

(株)イオ 042-589-6270

富田林市錦織南2-9-2

077-524-1411 滋賀県大津市中央1-6-11

(株)トータル環境システム 06-6797-7696 大阪市平野区長吉六反3-16-22

野村興産(株) 0745-84-2821 奈良県宇陀市菟田野大澤55

(株)エフウォーターマネジメント

(株)ケイ・エス分析センター 0721-20-5611

エスク(株) 072-871-1065 大阪府大東市三箇4-18-18

(株)環境総合リサーチ 0774-25-2522 京都府相楽郡精華町光台2-3-9

日本メンテナスエンジニヤリング(株) 06-6355-3000 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字鏡田10-9

(株)ビー・エム・エル 049-232-3131 埼玉県川越市的場1361-1

日本水処理工業(株) 06-6363-6330 大阪市北区菅原町8-14

クリタ分析センター(株) 029-836-7013 高槻市成合中の町18-3

06-4400-8711 大阪府大阪市中央区瓦町4-5-9

0574-63-7703 岐阜県可児市川合136-8

夏原工業(株) 0749-26-3123 滋賀県彦根市高宮町2688-1

(株)環境保全コンサルタント　　 052-524-0621 愛知県名古屋市西区名塚町1-105

(株)神鋼環境ソリューション 078-992-6500 神戸市西区室谷1-1-4

愛知県名古屋市千種区末盛通2-13-2

(株)総合水研究所 072-224-3532

(株)西日本技術コンサルタント 077-562-4943 滋賀県草津市矢橋町字御種子池649

いであ(株) 06-4703-2800 大阪市住之江区南港北1-24-22

藤吉工業(株) 052-763-2548

7 水質検査機関［水道法第２０条関係］（参考）

(一社)京都微生物研究所

072-620-6706 茨木市大住町8-11

(株)日吉 0748-32-5111 滋賀県近江八幡市北之庄町908

大阪市浪速区下寺3-11-14

075-593-3320 京都市山科区上花山久保町16の２

073-422-4748 和歌山市雑賀屋町19

(株)エヌ・イーサポート 06-6472-9772 大阪市西淀川区姫島5-4-10

(株)環境科学研究所 052-902-4456 愛知県名古屋市北区若鶴町152

(株)東海テクノ 059-340-7767 三重県四日市市午起1-2-15

073-451-2407 堺市堺築港八幡町1

中外テクノス(株)

検査機関名称 電話番号 所　在　地

◆茨木市内の地方公共団体の機関

茨木保健所（生活衛生室）

078-997-8000 神戸市西区井吹台東町7-3-7

(株)東邦微生物病研究所 06-6648-7157

(株)総合保健センター

(株)環境防災 088-632-0111 徳島県徳島市鮎喰町1-57

登録検査機関名称 電話番号 検査を行う事業所の所在地

(一社)和歌山県薬剤師会



提出書類 どのようなとき提出するのか？
様式
番号

1 専用・特設水道事前協議書 計画・設計の段階で、事前に協議が必要 -

2
専用水道布設工事設計確認申請
書

専用水道の布設工事に該当する工事を行う場
合、工事に着手予定の30日以上前 1

3 専用水道布設工事設計変更届
給水開始届提出までの期間に、専用水道布設工
事設計確認申請書の記載事項に変更が生じた場
合

2

4 専用水道給水開始届

配水施設以外の水道施設又は配水地を新設し、
増設し、又は改造した場合、水質検査及び施設
検査を実施後、その施設を利用して給水を開始
する前

3

5
専用水道布設工事確認申請書記
載事項変更届

専用水道設置者の住所や氏名、水道事務所の所
在地が変更した場合 4

6 水道技術管理者設置・変更届 水道技術管理者を設置若しくは変更した場合 5

7 同上経歴書 経歴書を水道技術管理者設置・変更届に添付 -

8 専用水道業務委託開始届
水道法第34条第1項において準用する法第24条
の3に基づく業務の委託をした場合 6

9 専用水道業務委託契約失効届
水道法第34条第1項において準用する法第24条
の3に基づく業務の委託契約が失効した場合 7

10 専用水道廃止報告書
専用水道を廃止したときや専用水道に該当しな
くなった場合 8

11 専用水道設置報告書
既存の水道施設が、給水人口、使用水量等の変
更で布設工事を伴わずに専用水道になった場合 9

12 専用水道緊急停止報告書
給水する水が人の健康を害するおそれがあり給
水を停止した場合 10

13 専用水道緊急停止措置報告書 給水を停止した場合、給水開始の措置 11

14 専用水道変更報告書
布設工事に該当しない施設や設備機器等の内容
に変更が生じた場合 12

15 専用水道水質検査計画報告書 水質検査計画の表紙として添付 13

16 専用水道水質検査計画 年度が開始する前に策定 -

　専用水道の設置者は、必要に応じて管轄する茨木市産業環境部環境政策課へ各種書類の提出を
お願いします。

専
用
水
道
の
布
設
工
事

専
用
水
道
の
管
理

８　届出・申請等様式（茨木市産業環境部環境政策課のHPからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞで
きます。)
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理責任者

日付 色 濁り

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

月分

管末採取時間 残留塩素濃度（㎎/L） 採取場所 測定者 備考

◇　毎日検査記録表（例示）



２　施設内の汚れが目立っていないか

３　危険箇所はないか

４　室内に受水槽の汚染源となるものはないか

５　マンホール付近は整理され清潔か

６　マンホールの蓋は密閉され嵩上げは充分か

７　管・継手・弁類から漏水していないか

８　異臭はないか

９　槽内に浮遊物・沈殿物はないか

10　蚊・ハエ等生物が入っていないか

11　ボールタップ・定水位弁作動はよいか

12　フート弁の作動はよいか

13　通気管・オーバーフロー管の状態はよいか

14　水槽に入る水量は正常か

15　槽に亀裂はないか

16　量水器の指示・作動状態はよいか

17　マンホールの蓋は施錠されているか

18　異臭はないか

19　槽内に変形・亀裂はないか

20　マンホールの蓋は施錠されているか

21　槽に変形・亀裂はないか

22　通気管・オーバーフロー管の状態はよいか

23　塔屋・階段・手摺の状態はよいか

24　ポンプ揚水量に異常はないか

25　軸受油量・色は正常か

26　グランドパッキンは正常か

27　音・振動・熱に異常はないか

28　ゲージ圧は正常に保たれているか

29　逆止弁の作動はよいか

30　レベルスイッチは正常に作動しているか

31　ブラシの摩耗は大きくないか

34　電磁クラッチは正常に作動するか

35　満水検知管に異常はないか

36　槽の内外部に亀裂はないか

37　管接続部に空気・水漏れはないか

38　空気圧力は正常に保たれているか

39　注入量は適正か

40　液の漏れはないか

41　薬液タンクの液量は十分か

42　音・振動・熱に異常はないか

43　窓・扉・照明機器に異常はないか

45　工具類の整理がしてあるか

46　防虫網に異常がないか

（記事）
１　貯水槽清掃年月日：　　年　　月　　日実施
２　整備・補修記録等

点　　検　　者　　名

そ
の
他

44　各装置･各部に塗装のはげ･腐食は著しくないか

消
毒
設
備

関
係

揚
水
ポ
ン
プ
・
圧
送

ポ
ン
プ

32　ブラシより花火・ﾁｬﾀﾘﾝｸﾞを起こしていないか

33　ｽﾘｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ・整流子振動面の状態はよいか

高
架
水
槽
関
係

揚
水
ポ
ン
プ
・
圧

送
ポ
ン
プ

一
般

１　関係者以外の立入禁止措置は十分か

/ / / / /

受
水
槽
関
係

ポ
ン
プ
室

関
係

/
区
分 点　　検　　項　　目

点　検　日
備考

◇　給水設備定期点検記録表（例示）
○：良好　△：要注意　×：不良

/


